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●質問･･･ 防疫作業に従事された職員数および手当

の総額について伺う。

　答弁･･･ 令和２年度から令和５年度までの従事者

の合計は延べ1,670人、手当の総額は656

万１千円となっている。

●質問･･･ 656万１千円の人件費について、国の負担

であるのか伺う。

　答弁･･･ 地方創生臨時交付金を計上しているが、市

民や事業者の経費に優先的に充当したこ

ともあり、結果として当該手当への充当に

は至らず、市単独での支払いとなった。
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承認承認

要旨 ･･･ 新型コロナウイルス感染症が２類から５類に移行したことに伴い、防疫作業手当の特例につ

いて廃止しようとするものであり、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分をした

ため、本議会において承認を求めるもの。

【表紙写真について】

　「はなまき市議会だより」は、市内高校の写真部が撮影した作品を表紙写真として掲載しています。

今回の表紙写真は、花巻農業高等学校写真部による作品です。

（写真内容）

撮 影 者　　花巻農業高等学校写真部　生物科学科２年　藤
ふ じ た

田 唯
ゆ え

笑　さん

タ イ ト ル　　「私たちの青春」

メッセージ　　 制服・農機具・長靴から農業高校生を表現しました。現在、農業従事者や新規就農者の減

少が問題となっている中で、農業に向かう生徒の姿を撮りたいと思いました。
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花巻市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を花巻市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例の専決処分に関し承認を求めることに改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてついて

可決可決花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の
一部を改正する条例一部を改正する条例

�要旨 ･･･ 令和５年８月１日から、小学生、中学生および高校生等に対する医療費給付の所得制限を撤

廃し、市内の医療機関に限定している高校生等に対する医療費の現物給付の対象を県内の医療

機関まで拡大するとともに、乳幼児から高校生等までの子どもの医療費給付に係る規定を本条

例に集約するため、所要の改正をするもの。


